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高圧ガスの製造許可申請等に係る添付書類について

経 済 産 業 省 原 子 力 安 全 ・ 保 安 院

ＮＩＳＡ－２５１０Ｃ－０３－１１

高圧ガス保安法第５条（製造許可・届出）、第１６条（貯蔵許可）、第１７条の２（貯

蔵届出）、第２０条の４（販売届出）及び第２４条の２（特定高圧ガス消費届出）の規定

に基づき、高圧ガスの製造、貯蔵、販売及び消費に当たって事前に都道府県知事等への許

可申請又は届出を必要としている。

各関係規則に定められている許可申請又は届出の際に添付すべき書類等については、原

則としてできる限り必要最小限のものに限ることとし、各都道府県における行政手続きの

事務の合理化及び簡素化を図るために、添付すべき書類に記載する事項等について別表の

とおり明確化したので、各経済産業局及び内閣府沖縄総合事務局並びに各都道府県に対し

て通知することとする。

なお、「高圧ガスの製造許可申請等に係る添付書類について（平成１０年４月１日付け

平成10･03･26立局第10号）」は廃止する。



許可申請等に係る添付書類について（別表）

高圧ガス製造許可

１．製造の目的
２．処理設備の処理能力

記そ ３．処理設備の性能
載れ ４．法第８条第１号及び第２号の技術上の基準に関する事項

５．移設等に係る高圧ガス設備にあっては、当該高圧ガス設備の使用のすを
経歴及び保管状態の記録べ説

き明 ６．製造施設の位置及び付近の状況を示す図面
事す ７．製造施設を設計・施工するに当たって保安上特に配慮した事項
項る 注）７．はコンビナート等保安規則適用事業所に限る。
及添
び付 添付すべき書面又は図面）（

資 ①事業所全体平面図
料 ②製造工程の概要を説明した書面及び図面

③フローシート又は配管図
④高圧ガス製造施設配置図
⑤機器等一覧表
⑥処理・貯蔵能力の計算書
⑦高圧ガス設備（特定設備、指定設備及び大臣認定品を除く。）の

強度計算書
⑧耐震設計構造物に係る計算書
⑨高圧ガス設備の基礎及び支持構造物の構造を示した図面

１．法人登記簿謄本（個人の場合は住民票）必をで

２．委任状（包括委任で対応）要求き

３．上記①から⑨に掲げるものの他、製造施設に応じて、法第８条にめる

第１号及び第２号の技術上の基準の確認に必要な書面又は図面応るも

じこの

添と

付が



高圧ガス製造届

１．製造の目的
２．処理設備の処理能力
３．処理設備の性能
４．法第１２条第１項及び第２項の技術上の基準に関する事項

記そ ５．移設等に係る高圧ガス設備にあっては、当該高圧ガス設備の使用の
載れ 経歴及び保管状態の記録
すを
べ説 （添付すべき書面又は図面）
き明 ①事業所全体平面図
事す ②製造工程の概要を説明した書面及び図面
項る ③フローシート又は配管図
及添 ④高圧ガス製造施設配置図
び付 ⑤機器等一覧表

資 ⑥処理・貯蔵能力の計算書
料 ⑦ガス設備の気密な構造を確認する書類、高圧ガス設備の耐圧・気

密性能試験成績書及び強度計算書に対応する事項（特定設備にあ
っては特定設備検査合格証、指定設備にあっては指定設備認定証
、大臣認定品にあっては認定試験者試験等成績書）の写し

ただし、試験研究機関が処理能力１５ｍ 以下の高圧ガス設備（毒性ガ３

ス及び特殊高圧ガスに係るものを除く。）について製造の届出を行う場
合は、次の添付書類を省略することができる。

①事業所全体平面図（④高圧ガス製造施設配置図に事業所の境界線と
警戒標の設置位置を併せて記載する場合）

②製造工程の概略を説明した書面及び図面（１．製造の目的に併せて
記載する場合）

⑥処理・貯蔵能力の計算書（２．処理設備の処理能力に併せて記載す
る場合）

１．法人登記簿謄本（個人の場合は住民票）必をで

２．委任状（包括委任で対応）要求き

３．上記①から⑦に掲げるものの他、製造施設に応じて、法第１２条にめる

第１項及び第２項の技術上の基準の確認に必要な書面又は図面応るも

じこの

添と

付が



高圧ガス貯蔵許可

１．貯蔵の目的
記そ ２．法第１６条第２項の技術上の基準に関する事項

３．移設等に係る貯蔵設備にあっては、当該貯蔵設備の使用の経歴及び載れ
保管状態の記録すを

べ説 ４．貯蔵所の位置及び付近の状況を示す図面
き明
事す （添付すべき書面又は図面）
項る ①事業所全体平面図
及添 ②貯蔵設備等のフローシート又は配管図
び付 ③高圧ガス貯蔵所配置図

資 ④機器等一覧表
料 ⑤貯蔵能力の計算書

⑥貯蔵設備等（大臣認定品を除く。）の強度計算書
⑦耐震設計構造物に係る計算書
⑧貯槽の基礎及び支持構造物の構造を示した図面

１．法人登記簿謄本（個人の場合は住民票）必をで

２．委任状（包括委任で対応）要求き

３．上記①から⑧に掲げるものの他、貯蔵所に応じて、法第１６条にめる

第２項の技術上の基準の確認に必要な書面又は図面応るも

じこの

添と

付が

高圧ガス貯蔵届

１．貯蔵の目的
記そ ２．法第１８条第２項の技術上の基準に関する事項

３．移設等に係る貯蔵設備にあっては、当該貯蔵設備の使用の経歴及び載れ
保管状態の記録すを

べ説
き明 （添付すべき書面及び図面）
事す ①事業所全体平面図
項る ②貯蔵設備等のフローシート又は配管図
及添 ③高圧ガス貯蔵所配置図
び付 ④機器等一覧表

資 ⑤貯蔵能力の計算書
料 ⑥貯蔵設備等の耐圧・気密性能試験成績書及び強度計算書に対応

する事項（大臣認定品にあっては、認定試験者試験等成績書）
の写し

⑦耐震設計構造物に係る計算書
⑧貯槽の基礎及ひ支持構造物の構造を示した図面

１．法人登記簿謄本（個人の場合は住民票）必をで

２．委任状（包括委任で対応）要求き

３．上記①から⑧に掲げるものの他、貯蔵所に応じて、法第１８条にめる



第２項の技術上の基準の確認に必要な書面又は図面応るも

じこの

添と

付が



高圧ガス販売届

１．販売の目的
記そ ２．法第２０条の６第１項の技術上の基準に関する事項
載れ
すを （添付すべき書面又は図面）
べ説 ①販売先保安台帳の様式
き明 ②容器授受記録簿の様式
事す
項る
及添
び付

資
料

１．法人登記簿謄本（個人の場合は住民票）必をで

２．委任状（包括委任で対応）要求き

３．上記①及び②に掲げるものの他、販売する高圧ガスの種類に応にめる

じて、法第２０条の６第１項の技術上の基準の確認に必要な書面応るも

又は図面じこの

添と

付が

特定高圧ガス消費届

１．消費の目的
記そ ２．特定高圧ガスの貯蔵設備の貯蔵能力
載れ ３．法第２４条の３第１項及び第２項の技術上の基準に関する事項
すを ４．消費施設の位置及び付近の状況を示す図面
べ説
き明 （添付すべき書面又は図面）
事す ①事業所全体平面図
項る ②消費施設の配置図
及添 ③消費施設に係るフローシート又は配管図
び付 ④機器等一覧表

資 ⑤貯蔵設備等の耐圧・気密性能試験成績書及ひ強度計算書に対応
料 する事項（大臣認定品にあっては、認定試験者試験等成績書）

の写し
⑥消費設備の基礎の構造を示した図面

１．法人登記簿謄本（個人の場合は住民票）必をで

２．委任状（包括委任で対応）要求き

３．上記①から⑥に掲げるものの他、消費事業所に応じて、法第２４にめる

条の３第１項及び第２項の技術上の基準の確認に必要な書面又は図面応るも

じこの

添と

付が





記載事項及び添付すべき書面又は図面については、おおむね次のようなものであれば足

りるものとする。

例：高圧ガス製造許可の場合

１．製造の目的

○○○○を年間○○トン生産するため、○○を製造する等具体的に記載する。

２．処理設備の処理能力

高圧ガスの種類ごとに、計算した処理能力の合計を記載する。

３．処理設備の性能

処理能力を算定するために必要な事項（例えば、圧縮機及びポンプにあっては性能曲

線、実証データ等に基づく能力、気化器にあっては公称能力）を記載するものとする。

４．法第８条第１号及び第２号の技術上の基準に関する事項

①事業所全体平面図

境界線と警戒標の設置位置及び保安距離を示した図面

②製造工程の概要を示した図面

プロセス（圧縮、反応、精製等）を示したもの（ただし、１．製造の目的に併せて

記載できる場合には省略しても差し支えない）

③フローシート又は配管図

高圧ガス設備及びガス設備、弁類、配管、計装設備及び安全装置の設置位置、機器

名称、機器番号、流体名、常用温度・圧力等（温度・圧力等の区分を色分け等により

明記）が記載されたものであること。

④高圧ガス製造施設配置図

防消火設備、ガス漏えい検知警報設備、障壁等の設置位置及び製造施設に係る設備

間距離、火気取扱施設との離隔距離を示した図面

⑤機器等一覧表

ａ 圧力容器（塔・糟類、熱交換器類）、回転機器類、弁類及び配管類等毎に、機器

名称、機器番号、寸法、材質、内容積、内容物、設計圧力・温度、常用圧力・温度、

肉厚等及び特定設備、大臣認定品にあってはその旨を記載したリスト



ｂ 除害設備、防消火設備、防液堤等の保安設備について、機能等を記載したリスト

⑥処理・貯蔵能力の計算書

高圧ガスの種類毎に所定の計算方法により、計算した計算書

⑦高圧ガス設備の強度計算書

特定設備並びに大臣認定品以外の高圧ガス設備に係る強度計算書

⑧耐震設計構造物に係る計算書

経済産業大臣が耐震設計上適切であると認めた計算方法等により設計した耐震設計

構造物にあってはその計算結果、その他の計算方法により設計した耐震設計構造物に

あっては計算条件及び計算結果を示した書面（特定設備本体部分については不要）

⑨高圧ガス設備の基礎及び支持構造物の構造を示した図面

５．移設等に係る高圧ガス設備にあっては、当該高圧ガス設備の使用の経歴及び保管状態

の記録

６．製造施設の位置及び付近の状況を示す図面

申請事業所と隣接する他事業所等との関係及び付近の状況が示されている図面（ただ

し、事業所の規模等に応じ、４．①事業所全体平面図に一本化できる場合には省略して

も差し支えない。）

７．製造施設を設計・施工するに当たって保安上特に配慮した事項

施設の特殊性に応じ、設計・施工段階から保安上特に配慮した事項（例えば、水素浸

食、応力腐食割れ等に対する対応策等）を記載する。


